
豊中市人材確保促進補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、豊中市新・産業振興ビジョンの考え方に基づき、多様な人材の確保やも

のづくり人材の育成、就労促進を図る、また従業員にとって働きやすい職場づくりを推進す

る取組みを支援する豊中市人材確保促進補助金（以下「補助金」という。）に関し必要な事

項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 (1) 事業者 

   次に掲げる要件のいずれかに該当する者 

ア 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に定める中小企業者（ただし、

大企業が実質的に経営に参画している企業（いわゆる「みなし大企業」）は除く。） 

イ ビジネス的事業運営に取り組む NPO等 

ウ その他市長が適当と認める者 

 (2) 高度副業人材等 

   中小企業等において事業者が必要とされる専門的な分野に関する知識を有し、かつ、受

入れ事業者が求めるスキルについて、概ね５年程度の職業経験を有する者または業務に

必要な資格を有する人材 

 (3) 登録人材紹介事業者（以下「人材紹介事業者」という。） 

   職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）第４条第３項に規定する有料の職業紹介を営

む事業者のことをいい、同法第３０条第１項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた事

業者 

 (4) 本社機能 

次に掲げる要件のいずれかに該当するもの 

ア 事務所であって、調査及び企画部門、情報処理、研究開発部門、国際事業部門、情報

サービス部門、その他管理業務部門のいずれかのために使用されるもの 

イ 研究所であって、開発研究において重要な役割を担うもの 

ウ 研修所において、事業者が行う人材育成において重要な役割を担うもの 

 

（対象者） 

第３条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該

当する者とする。ただし、宗教活動及び政治活動を主たる目的とする者、暴力団（暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団員（同条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

又は暴力団密接関係者（豊中市暴力団排除条例（平成２５年豊中市条例第２５号）第２条第

３号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。）及び風俗営業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、又は

同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者は除く。 

 (1) 市内に本店所在地又は事業所を有する事業者。ただし、別表第１に規定するものは、

この限りでない。 

 (2) 市税に滞納がない事業者。ただし、非課税又は免除の場合は、納税しているものとみ

なす。 



 

（対象事業） 

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、別表第１に定め

るものとする。 

 

（対象経費、補助率及び補助限度額） 

第５条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という）、補助率及び補助限度額は、

別表第１のとおりとし、補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り

捨てるものとする。 

２ 同一の会計年度において複数の補助対象事業を申込む場合、補助限度額は１５０，０００

円とする。ただし、市長が認めるものについては、この限りではない。 

 

（補助金の交付申込み） 

第６条 補助金の交付を受けようとする対象者（以下「申込者」という。）は、豊中市人材確

保促進補助金交付申込書兼請求書（様式第１号）に別表第２に掲げる添付書類を添えて，申

込期間内に市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申込期間は，市長が別に定める期間とする。ただし，予算の上限に達した場合は，

期間内であっても受付を終了する。 

３ 申込みに要した書類は返却しないものとする。 

４ 消費税及び地方消費税に係る仕入税額控除が認められている申込者は，第１項の補助金

の交付の申込みをするに当たって，当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額（補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち，消費税法（昭和６３年法律第１０８

号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税法の税率を乗じて得た金額の合

計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額し

て交付申込みしなければならない。 ただし，交付申込みにおいて消費税等仕入れ控除税額

が明らかでないものについてはこの限りでない。 

 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、当該申込書の内容等を審査

し、補助金を交付することが適当であると認めた場合は、予算の範囲内で補助金の交付

決定を行い、当該申込者（以下「補助対象事業者」という。）に補助金を交付す

るものとする。 

２ 市長は、前項の審査において、交付が不適当であると認める場合は、補助金

の不交付決定を行い、豊中市人材確保促進補助金不交付決定通知書(様式第４号)によ

り補助対象事業者に通知するものとする。 

３ 審査は、非公開により行う。 

 

（手数料等の返還に伴う補助金の返還） 

第８条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けた後に、人材紹介事業者に支払った手数料等

の返還が発生した場合には、手数料等の返還に伴う報告書（様式第５号）により速やかに市

長に報告しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による報告があった場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消 

し、補助金を返還させるものとする。 

 

 



（補助金交付決定の取消し等） 

第９条 市長は、補助対象事業者又は補助対象事業が次の各号のいずれかに該当するときは、

補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 (1) 補助金を当該補助対象事業等以外の用途に使用したとき。 

 (2) 第３条に規定する対象者に該当しないことが判明したとき。 

 (3) 第８条に規定する報告書の提出を怠ったとき。 

 (4) 偽りその他不正な方法により補助金の交付を受けたとき。 

 (5) 暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者であることが判明したとき。 

 (6) その他市長が交付決定を取り消す必要があると認めるとき。 

 

（補助金の返還） 

第１０条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合に

は、豊中市人材確保促進補助金交付決定取消通知書（様式第６号）により通知し、期限を定

めて、補助金の額の全部又は一部を返還させるものとする。 

２ 申込者は，交付決定後に，消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等 

仕入控除税額が確定し，補助対象経費の額が減額となる場合，速やかに市長に報告するこ 

と。 

３ 前項の報告があった場合には，市長は，当該消費税等仕入控除税額に相当する補助金の額 

の全部又は一部を返還させるものとする。 

 

（加算金及び延滞金） 

第１１条 補助対象事業者は、前条に規定する補助金の返還を求められたときは、補助金等交

付規則（昭和５７年豊中市規則第１５号）第１４条の規定を準用するものとする。ただし、

市長が特別の理由があると認めた場合は、その限りではない。 

 

（補助金の利用制限） 

第１２条 補助金の交付は、各年度において１事業者につき別表第３に定める回数とする。 

 

（他補助金等との併用制限） 

第１３条 補助対象事業者が国、府又はその他の公共団体から、補助対象経費について補助金

等の交付を受けた場合又はその予定がある場合は、この要綱に規定する補助金の交付を併

用して受けることはできない。 

 

（協力） 

第１４条 市長は、補助対象事業者に対し、次の各号に掲げる事項について協力を求めること

ができる。 

 (1) 補助対象事業者が暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当するかどうかについ

て調査する必要が生じた場合、大阪府警察に照会する際に必要な情報について提供する

こと。 

 (2) その他市長が特に必要と認める事項 

 

（調査） 

第１５条 市長は、この要綱の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、この要綱に

関する調査を実施することとし、申込者及び補助対象事業者はその調査等に応じなければ

ならない。 



 

 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定めるものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から実施する。 

２ この要綱は、令和６年４月 1日から実施する。 

３ この要綱は、令和６年７月１６日から実施する。 

４ この要綱は、令和６年９月１日から実施する。 

５ この要綱は、令和７年４月１日から実施する。 

６ この要綱は、令和８年４月１日から実施する。 

 

 

  



別表第 1 

補助対象事業 補助対象経費 
補助率 

（補助限度額） 
備考 

（1）就業規則等を整備

するための事業 

職場環境整備等のための就業規則

等の変更にかかる社会保険労務士

等への費用 

・委託費 

・報酬 

・翻訳費 

・その他市長が必要と認める経費 

補助対象経費の 

２分の１ 

上限１００，０００円 

※就業規則等の改正

と多言語化（翻訳）を

併せて行う場合、上限

２００，０００円 

※市内に本店所在

地・本社機能を

有する事業者

が対象 

※就業規則の新規

作成の場合は

対象外 

※顧問料は対象外 

※翻訳業務を通常

業務として請負

う事業者が実施

する多言語化に

限る 

（2）働きやすい職場環

境づくりを進めるため

の事業 

職場環境整備等のための社内研修

または外部研修に要する費用 

・会場・機材等借上料 

・外部研修参加費 

・教材費 

・研修委託費 

・謝礼金 

・その他市長が必要と認める経費 

補助対象経費の 

２分の１ 

上限１００，０００円 

 

※研修参加者の 

うち、３分の２

以上が市内事業

所から参加する

ことが条件 

※研修業務を通常 

業務として請負

う事業者が実施

する研修に限る 

（3）ものづくり人材を

育成するための事業 

全国の独立行政法人職業能力開発

推進センター、独立行政法人職業

能力開発大学校又は大阪府立高等

職業技術専門校が実施する研修又

はセミナーの受講料（オーダー型

セミナー含む。） 

・その他市長が必要と認める経費 

補助対象経費の 

２分の１ 

上限１００，０００円 

 

※会場までの交通 

費・会場借り上

げ料・人件費等

は対象外 

（4）高度副業人材等の

人材を活用するための

事業 

高度副業人材等を活用するために

要する費用 

・人材紹介サイト登録掲載料 

・手数料 

・コーディネイト料 

・高度副業人材等への業務委託費 

・業務委託契約書の作成・変更に要

する費用 

・その他市長が必要と認める経費 

補助対象経費の 

２分の１ 

上限１５０，０００円 

 

※顧問料は対象外 

※高度副業人材等

は人材紹介事業

者が仲介したも

のに限る 

 

  



別表第２ 

実績報告書（様式第２号） 

消費税等仕入控除税額確認書（様式第３号） 

会社概要が分かる書類 

豊中市内に事業所を設置し、事業を開始していることが確認できる書類（写） 

豊中市税の完納を証する書類 

補助対象経費を支払ったことを証する書類（写） 

補助対象事業の実施内容が確認できる書類 

別表第 1に掲げる補助対象事業（1）の場合 

① 変更前の就業規則 

② 労働基準法（昭和 22年法律第 49号）第 89条に規定されている就業規則等を変更した場合は、労働

基準監督署に届出たことがわかる書類 

③ ②以外については、従業員に変更した就業規則等を周知したことがわかる書類 

④（多言語化を実施する場合）翻訳後の就業規則 

別表第１に掲げる補助対象事業（４）の場合 

① 高度副業人材の職務経歴書または履歴書 

② 高度副業人材を募集した際の求人票 

委任状（代理者による申込を行う場合） 

その他市長が必要と認める書類 

 

別表第３ 

補助対象事業 
申込回数 

（年度内上限回数） 

（1）就業規則等を整備するための事業 

補助限度額に達するまでは複数回の申込可 
（2）働きやすい職場環境づくりを進めるための事業 

（3）ものづくり人材を育成するための事業 

（4）高度副業人材等の人材を活用するための事業 

 


